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令和４年塩尻市議会３月定例会提出案件について 

 

Ⅰ 提出案件数 

 

提出案件 ３８件   

条例案件 １２件   

人事案件 １件   

事件案件 ５件   

予算案件 １５件   

報告案件 ５件   

      

 

 

 

Ⅱ 提出案件の概要 

 

【条例案件】 

 

１ 塩尻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例 

(1) 提案理由 

消防団員の処遇の改善を図るため、必要な改正をするものです。 

(2) 概要 

消防団員の年額報酬の額を改めるとともに、出動報酬の額を定めるものなどで

す。 

  ア 年額報酬 

職 名 現   行 改 正 案 

基本消防団

員 

団長 １９５，０００円 

副団長 １２８，７００円 

分団長 ９２，５００円 

副分団長 ５６，０００円 

部長 ４５，５００円 

班長 ３０，０００円 ４０，０００円 

団員 ２０，０００円 ３６，５００円 

機能別消防団員 ― １０，０００円 
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イ 出動報酬 

区  分  現行（費用弁償）  改正案（出動報酬）  

災害の場合  
４，０００円  

８，０００円  

警戒の場合  ４，０００円  

訓練等の場合  ―  ２，０００円  

（危機管理課） 

 

 

２ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を

改正する条例 

(1) 提案理由 

「地方公務員法」の一部が改正（令和２年４月１日改正）されたことに伴い、

必要な改正をするものです。 

(2) 概要 

フルタイム会計年度任用職員に係る補償基礎額を定めるものです。 

（総務人事課） 

 

 

３ 塩尻市特別会計設置条例の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

奨学資金貸付金を一般会計において一体的に運用するため、必要な改正をする

ものです。 

(2) 概要 

「塩尻市奨学資金貸与事業特別会計」を廃止するものです。 

（財政課） 

 

 

４ 塩尻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

(1) 提案理由 

みどり湖地区整備計画区域をこの条例の適用区域に加え、床尾地区整備計画区

域内の建築物の用途の制限を変更することに伴い、必要な改正をするものです。 

(2) 概要 

ア みどり湖地区整備計画区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する

制限を定めるもの 

イ 床尾地区整備計画区域内における建築物の用途に関する制限を変更するも

の 

（都市計画課） 
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５ 塩尻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

国家公務員に準じて非常勤職員の育児休業等に関する制度を見直すことに伴

い、必要な改正をするものです。 

(2) 概要 

非常勤職員の育児休業等の取得要件を緩和するものなどです。 

 

６ 塩尻市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が令和４年４月１日に廃

止されることに伴い、必要な改正をするものです。 

(2) 概要 

引用する法律を改めるものです。 

（以上 総務人事課） 

 

 

７ 塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

個人番号カードを使用してコンビニエンスストア等において印鑑に関する証

明等を交付するサービスの利用の促進を図るため、手数料の額を見直すことに伴

い、必要な改正をするものです。 

(2) 概要 

コンビニエンスストア等に設置された多機能端末機で印鑑に関する証明等を

交付する場合の手数料を、窓口で交付する場合の額から５０円減じた額とするも

のです。 

 

８ 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

国民健康保険税の税率等の見直しをすること及び「全世代対応型の社会保障制

度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布により一部改正

される「地方税法」が令和４年４月１日から施行されることに伴い、必要な改正

をするものです。 

(2) 概要 

ア 国民健康保険税の税率等を次のように改めるもの 

(ｱ) 医療保険分 

区 分 現行の税率等 令和４年度以後の税率等 

所得割 １００分の６．７４ １００分の６．４８ 

均等割 ２３，１００円 ２３，４００円 

平等割 ２３，７００円 ２３，９００円 
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(ｲ) 後期高齢者支援金等分 

区 分 現行の税率等 令和４年度以後の税率等 

所得割 １００分の２．２１ １００分の２．２８ 

均等割 ７，９００円 ８，４００円 

平等割 ７，３００円 ７，６００円 

(ｳ) 介護納付金分 

区 分 現行の税率等 令和４年度以後の税率等 

所得割 １００分の１．８６ １００分の１．９９ 

均等割 ７，９００円 ８，５００円 

平等割 ６，１００円 ６，８００円 

イ 未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額を減額するもの 

（以上 市民課） 

 

 

９ 塩尻市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

子育て世帯における子どもの医療費に係る経済的負担の軽減を図るため、福祉

医療費給付金の受給資格を見直すことに伴い、必要な改正をするものです。 

(2) 概要 

受給資格者を、満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで拡大するもの

です。 

（福祉課） 

 

 

10 塩尻市奨学資金貸与条例及び塩尻市有害図書類等の自動販売機等の規制

に関する条例の一部を改正する条例 

(1) 提案理由 

「民法の一部を改正する法律」が令和４年４月１日から施行されることに伴い、

必要な改正をするものです。 

(2) 概要 

ア 塩尻市奨学資金貸与条例の一部改正 

成年年齢が１８歳に引き下げられることに伴い、親権者に係る規定を改める

ものなど 

  イ 塩尻市有害図書類等の自動販売機等の規制に関する条例の一部改正 

婚姻による成年擬制に関する民法の規定が削除されたことに伴い、青少年に

係る規定を改めるもの 

（教育総務課） 
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11 塩尻市保育所等利用調整会議条例を廃止する条例 

提案理由 

塩尻市保育所等利用調整会議を廃止することに伴い、「塩尻市保育所等利用調整

会議条例」を廃止するものです。 

（こども課） 

 

12 塩尻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例 

(1) 提案理由 

太陽光発電設備の適正な設置及び管理についての事業者及び市の責務並びに

太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、災

害の防止、良好な景観の維持、豊かな自然環境及び市民の生活環境の保全その他

の地域環境との調和を図り、もって豊かな田園都市を実現するため、新たに条例

を制定するものです。 

(2) 概要 

ア 太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する事業者及び市の責務を定め

るもの 

イ 太陽光発電設備設置事業の実施に関する抑制区域を定めるもの 

ウ 太陽光発電設備設置事業の実施に関する事前協議、隣接住民等への説明、協

定、届出等の手続を定めるもの 

エ 事業者に対する助言又は指導、勧告、公表等の措置を定めるもの 

（生活環境課） 

 

【人事案件】 

 

 人権擁護委員の候補者の推薦について 

委員１０人のうち、１人が令和４年６月３０日に任期満了となることに伴い、後

任委員を推薦するものです。 

（社会教育スポーツ課） 

 

 

【事件案件】 

 

１ 字の区域の変更及び廃止について 

「塩尻都市計画事業塩尻駅北土地区画整理事業」に伴い、当該事業区域内の字

の区域を変更及び廃止することについて、「地方自治法」第２６０条第１項の規

定により、議会の議決を求めるものです。 

（総務人事課） 
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２ 財産の処分について 

土地及び建物を処分することについて、「議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例」第３条の規定により、議会の議決を求めるもので

す。 

（公共施設マネジメント課） 

 

 

３ 訴えの提起について 

市営住宅の明渡し等の訴えを提起することについて、「地方自治法」第９６条

第１項第１２号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

（建築住宅課） 

 

 

４ 損害賠償の額の決定について 

(1) 提案理由 

損害賠償の額を決定することについて、「地方自治法」第９６条第 1 項第１３

号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

(2) 概要 

ア 損害賠償の額   １０，４１９，９９７ 円 

市側の過失割合 ７０パーセント 

イ 事故発生年月日  令和元年５月２５日 

ウ 事故発生場所   塩尻市大字北小野 

エ 事 故 の 状 況 

相手方の運転する自動車が、市道塩嶺王城パークラインを北へ走行中、当該

市道のグレーチングに起因して跳ね上がったことにより、当該自動車を破損し、

及び相手方が背骨を圧迫骨折したものです。 

 

 

５ 市道路線の廃止及び認定について 

市道路線の廃止及び認定について、「道路法」第８条第２項及び第１０条第３

項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

（以上 建設課） 
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【予算案件】 

 

１ 令和４年度塩尻市一般会計予算 

２ 令和４年度塩尻市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 令和４年度塩尻市介護保険事業特別会計予算 

４ 令和４年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計予算 

５ 令和４年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計予算 

（以上 財政課） 

６ 令和４年度塩尻市水道事業会計予算 

（上水道課） 

７ 令和４年度塩尻市下水道事業会計予算 

８ 令和４年度塩尻市農業集落排水事業会計予算 

（以上 下水道課） 

９ 令和３年度塩尻市一般会計補正予算（第１４号） 

10 令和３年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

11 令和３年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計補正予算（第１号） 

12 令和３年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

13 令和３年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

（以上 財政課） 

14 令和３年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号） 

（上水道課） 

15 令和３年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号） 

（下水道課） 
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【報告案件】 

 

１ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

(1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る１月２４日に専決処分したので報告するも

のです。 

(2) 概要 

ア 損害賠償の額   ９，５８１ 円 

市側の過失割合 １００パーセント 

イ 事故発生年月日  令和３年１０月２６日 

ウ 事故発生場所   塩尻市大字広丘吉田 

市道下り側道吉田線 

エ 事 故 の 状 況  

市道下り側道吉田線のグレーチングが、相手方トラックが店舗駐車場に進入

した際に乗ったことにより跳ね上がり、当該トラックの左側リアランプを破損

したものです。 

（建設課） 

 

 

２ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

(1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る１月２５日に専決処分したので報告するも

のです。 

(2) 概要 

ア 損害賠償の額   ４，７７５ 円 

市側の過失割合 １００パーセント 

イ 事件発生年月日  令和２年１０月１９日 

ウ 事 件 の 状 況 

相手方が離婚の届出をした際、職員の確認不足により、離縁した養親の氏を

離婚後の氏として案内したため、相手方の戸籍が誤った氏で編製され、相手方

に戸籍訂正及び子の氏の変更の申立に係る費用を生じさせたものです。 

（市民課） 
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３ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

(1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る２月９日に専決処分したので報告するもの

です。 

(2) 概要 

ア 損害賠償の額   ６７，１１３ 円 

市側の過失割合 １００パーセント 

イ 事故発生年月日  令和３年１１月９日 

ウ 事故発生場所   塩尻市大字広丘高出 

エ 事 故 の 状 況    

日の出保育園の園児が、園外活動中に、高出交差点の歩道橋からアスファル

トのかけらを落とし、当該歩道橋下で信号のため一時停止していた相手方自動

車のルーフを破損させてしまったものです。 

（こども課） 

 

４ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

(1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る２月１７日に専決処分したので報告するも

のです。 

(2) 概要 

ア 損害賠償の額   ８２，０６２ 円 

市側の過失割合 ５０パーセント 

イ 事故発生年月日  令和２年９月１５日 

ウ 事故発生場所   塩尻市大門一番町１２番２号 

塩尻市市民交流センター 

エ 事 故 の 状 況    

相手方が、市民交流センター１階のフリースペースを通行した際、テーブ

ル間を固定していたひもにつまずいて転倒し、両膝等を負傷したものです。 

（市民交流センター） 

 

５ 令和３年度塩尻市一般会計補正予算（第１３号）の専決処分報告について 

（財政課） 

 


